
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
奈
良
県
く
ら
し
創

造
部
協
働
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
五
月
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
駒
の
地
域
医
療
を
育
て
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

賀
耒

洋
八
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

生
駒
市
西
旭
ケ
丘
一
番
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
奈
良
県
国
民
健
康
保
険
連
合
会
旧
生
駒
総
合
病
院
の
閉
院
後
、
生
駒
市
民
が
長
年

に
わ
た
っ
て
希
求
し
て
き
た
生
駒
市
立
病
院
設
立
を
実
現
し
、
そ
れ
を
中
核
と
し
、
地
域
の
医
療
機

関
、
行
政
、
そ
し
て
住
民
が
協
働
し
て
地
域
医
療
を
育
て
質
の
高
い
医
療
と
患
者
中
心
の
住
民
が
参

加
す
る
地
域
完
結
型
の
医
療
の
実
現
を
目
指
す
。
こ
の
た
め
に
市
民
が
地
域
医
療
を
担
う
重
要
な
構

成
員
で
あ
る
と
の
自
覚
を
持
っ
て
、
必
要
な
事
項
を
調
査
研
究
し
、
住
民
へ
の
情
報
提
供
、
啓
発
活

動
を
行
い
、
住
民
の
立
場
か
ら
関
係
機
関
に
働
き
か
け
、
関
係
機
関
相
互
の
理
解
を
醸
成
し
、
も
っ

て
地
域
に
お
け
る
医
療
を
守
り
育
て
、
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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